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重点指導事項 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

１ 健全育成の推進 

(1) 規則正しい生活習慣の確立とあいさつの励行                   

(2) 感染症予防を含めた心身の健康の保持増進                    

(3) 計画的な家庭学習の励行                                   

(4) 健全な交友関係の構築                             

(5) 部活動、個人的研究活動、読書、芸術鑑賞等への計画的な取組    

(6) 家庭内での役割分担と積極的な取組   

２ 安全指導の徹底 

(1) 交通事故の防止と交通マナーの育成                           

(2) 家庭や地域と連携した日常生活における安全の確保         

(3) 危険な遊び等による事故の防止                               

(4) 部活動等における事故の防止   

３ 問題行動等の未然防止 

(1) いじめの防止                                     

(2) 自殺予防 

(3) 家出・誘かい等の犯罪被害防止 

(4) スマホ・インターネット端末等の問題 

(5) 深夜徘徊及び好ましくない遊技場等への出入りの防止  

(6) 飲酒、喫煙、薬物乱用の防止 

(7) 万引き・暴力行為等の防止 

(8) 暴走族等への加入の防止 
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１ 健全育成の推進 
(1) 規則正しい生活習慣の確立とあいさつの励行 
○健康的な生活習慣の定着 

・起床、就寝、食事、運動等一日の生活の仕方を計画し、健康的な生活を送るように指導する。 

○あいさつの励行 

・あいさつの意義を理解し、家庭や地域において積極的なあいさつの励行に取り組むように指導する。 

 

(2) 感染症予防を含めた心身の健康の保持増進 
○自己健康管理の実施 

・毎日の健康観察の励行や健康診断結果等をもとにした二次検診等の受診や疾病の治療等を促す。 

○体力の向上 

・身近で手軽な運動を継続的に行い、体力の向上を図るように指導する。 

○感染症、食中毒の予防 

・感染症や食中毒の感染経路等を踏まえた効果的な予防方法（手洗い等）の励行を指導する。 

○教育相談の実施 

・登校日、家庭訪問、個別面談等の際に積極的な教育相談を行い、児童生徒の悩みや課題を把握する。 

○公害等による被害の防止 

・光化学オキシダントやＰＭ 2.5に対する注意報や警報の発令、周辺地域での農薬散布情報等があった

場合、体に異常を感じたときの対処法を指導する。 

 

(3) 計画的な家庭学習の励行 
○自主的な学習計画の立案 

・児童生徒の自主性が発揮できるよう指導するとともに、不得意な教科の学習方法や 

学習計画については個別に指導する。 

○宿題、課題等の配慮 

・宿題や課題等の内容は、児童生徒の過重負担にならないよう配慮するとともに、課題の意図やまとめ

方について理解できるようにする。 

・休業中の課題が仕上がっていないことを理由とした登校渋りや欠席が起こることのないよう、必要に

応じた支援を行い、休業明けの学校生活にスムーズにつなげていけるようにする。 
 

(4) 健全な交友関係の構築 
・児童生徒の交友関係の実態の把握に努める。 

・児童生徒の悩みや心の揺れ動きなどを把握し、いじめのない健全な交友関係の構築に努める。 

 

(5) 部活動、個人的研究活動、読書、芸術鑑賞等への計画的な取組 
○部活動への参加 

・心身の健康状態を適切に把握するとともに、家庭や地域での活動等に配慮し、県及び市町村の「適正

な部活動の運営に関する方針（部活動ガイドライン）」を遵守した休養日や活動時間等を適切に設定

する。 

・活動の安全を確保し、無理のない活動計画のもと参加するように促す。 

○研究活動、読書、芸術鑑賞等への取組 

・自らの興味・関心に基づき、研究テーマや課題を設定し、計画的に取り組むように促す。 

 

(6) 家庭内での役割分担と積極的な取組 
○家庭内での役割分担 

・家庭生活における体験的な活動を通して、家庭内での役割分担についての自覚を  

深めるとともに、家庭への帰属意識や自己有用感を高められるようにする。 

・家庭や地域と連携を図り、家庭内での役割分担が、日常生活や学業等に影響しな 

いよう、家庭での状況の把握に努める。（ヤングケアラーの早期発見・対応） 

👉 「ヤングケアラーの理解促進・早期発見対応に係る啓発資料」 （県教育委員会 各課発行・提供資料） 

👉印の文字列をクリックすると関連資料につながります。 

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/4228
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２ 安全指導の徹底 
(1) 交通事故の防止と交通マナーの育成 
○交通法規の遵守 

・交通法規や交通マナーについて、発達の段階に応じ、実践的な態度が育成されるように指導する。 

・バイク等の無免許運転を絶対にしないよう指導を徹底する。 

○自転車の安全指導の徹底 
・自転車利用に必要な交通法規、安全な乗り方、点検整備等を重点的に指導する。 

・反射材の利用促進を図る。 
【指導のポイント】 
＊運転中の片手運転やスマホ・イヤホン等の使用禁止（道路交通法第71条、群馬県道路交通法施行細則第25条） 

＊道路交通法に則った自転車の通行及びヘルメット着用等（道路交通法第17，63条、県交通安全条例第9条） 
 

(2) 家庭や地域と連携した日常生活における安全の確保 
○安全確保の方策の確認 

・自分の身を守るための方策（「イカのおすし」等）についての指導を徹底する。また、家庭でも話合

いの機会をつくるように依頼する。         👉 『イカのおすし』チラシ （群馬県警察） 

○ナイフ等凶器になり得るものの携帯の禁止 

・ナイフ等を携帯することの危険性を周知し、絶対に携帯しないよう指導を徹底する。 

○地域と連携した安全確保の充実 

・緊急時の避難場所について確認することや、地域との連携・協力体制のもと、外出時における安全確

保の徹底を図る。 
 

(3) 危険な遊び等による事故の防止 
○家庭との連携 

・児童生徒の夏季休業中の計画を把握し、不測の事態や問題行動の発生に備え、学校と家庭との連絡を

密にとれるようにする。 

○危険な遊び等による事故防止 

・花火等危険な遊びについては、事故が起こらないよう安全指導を徹底する。 

・鉄道線路や高圧送電線等の危険個所への立ち入り禁止の指導を行う。 

・落雷や突風、豪雨等による自然災害の危険性と事故防止についての指導を行う。 

○水難事故の防止 

・河川や貯水池等における危険箇所を具体的に確認させ、絶対に立ち入らないよう指導を徹底するとと

もに、海水浴等における留意事項等も指導を行い、保護者にも周知する。 

○学校プールにおける安全指導の徹底 

・プールにおける悪ふざけや飛び込み等は、絶対にしないよう指導を徹底する。 

・児童生徒の実態に合わせた水泳指導を行い、監督に万全を期す等、事故防止対策を行う。 

・プールの衛生管理や児童生徒の健康観察を徹底する。 

・スポーツ庁通知等を踏まえた適切な対応を行う。  👉「水泳等の事故防止について」（スポーツ庁） 
 

(4) 部活動等における事故の防止 
○活動計画の作成 

・活動内容や時間等の計画を作成し、健康・安全に配慮の上、教職員及び部活動指導員の指導の下で適 

切に活動できるようにする。 

・中学校の部活動においては、県及び市町村の「適正な部活動の運営に関する方針（部活動ガイドライ

ン）」「中学校・高等学校運動部活動指導資料」等に基づき、適切な指導を行う。 

○熱中症の予防 

・環境省の熱中症警戒アラートや暑さ指数(WBGT)を参考にするとともに、活動場所の気温・湿度を考慮

し、活動の休止や計画的な休憩、こまめな水分補給の励行、体調や疲労状況の健康観察等を行う。 

○落雷事故等の防止 

・気象情報に注意し、落雷や竜巻等突風、ゲリラ豪雨 等、天候の急激な変化に適切に対応する。 

○緊急時の対応 
・万一の事故を考え、緊急時の連絡先・手順・職員の役割等その対応の仕方を明確にするとともにＡＥ 

Ｄの配置場所についても周知徹底する。 

👉印の文字列をクリックすると関連資料につながります。 

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/148771.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00039.html
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３ 問題行動等の未然防止 
(1) いじめの防止 
○いじめの未然防止、早期発見、早期対応 

・人間関係等のトラブル等の不安を抱えたまま、夏季休業に入ることのないよう、児童生徒の状況の把握

に努め、適切な支援を行う。 

・保護者や地域との連携を図り、児童生徒の交友関係や夏季休業中の生活の状況を把握するなどして､いじ

めの未然防止、早期発見、早期対応に努める。 

・生活アンケート等により、悩みを抱える児童生徒の早期発見に努める。 
 

(2) 自殺予防 

○「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進 

・援助希求的態度の育成を目的に、困難な事態や強い心理的負担を受けた時の対処法を身に付ける教育を

計画的に推進するとともに、ＳＯＳを受け止める体制を整備する。 

○早期発見・早期対応 

・リスクの高まった児童生徒の態度に現れる微妙なサイン（自傷行為・ほのめかし）を見逃さないよう、

全教職員で情報共有するとともに、自殺を企図する兆候が見られた場合には、特定の教職員で抱え込ま

ず、関係機関との連携を含め、組織的に対応する。 

・学校外の相談窓口を周知し、児童生徒の相談の選択肢を広げる指導に取り組む。 

○保護者への見守りの依頼 

・保護者が把握した児童生徒の悩みや変化については、積極的に学校や様々な相談窓口に相談できるよ

う、県内の相談窓口を周知する。 

👉 「ＳＯＳの出し方・受け止め方に関する教育」 （県教育委員会 各課発行・提供資料） 

👉 「教育相談体制充実に向けたリーフレット」 （県教育委員会 各課発行・提供資料） 
 

(3) 家出・誘かい等の犯罪被害防止 
○家出及び無断外泊防止 

・家庭訪問や個別面談、電話等により連絡を密にとり、家出、無断外泊等防止のための指導援助を行う。 

○誘かい等の犯罪被害の未然防止 

・ＰＴＡや関係機関との連携を図り、家庭や学校の周辺及び通学路の点検に努める。 

・「非行防止プログラム７～犯罪被害にあわないために～」を活用するなど事前指導の徹底を図る。 

👉 「群馬県中学校非行防止プログラム」 (県教育委員会・県警 令和２年１０月改訂) 
 

(4) スマホ・インターネット端末等の問題 
○有害情報対策 

・スマートフォンや携帯ゲーム機等でインターネットを利用する場合、フィルタリングを 

設定しなければいけないことを周知する（県青少年健全育成条例第28条）。 

○犯罪被害等の未然防止 

・好奇心や興味本位から、ＳＮＳ等のコミュニティサイトやゲームサイトの有害情報に関係しないよう指

導を徹底し、性被害や誘かい等の犯罪被害の未然防止を図る。 

・｢非行防止プログラム２～ケータイ・スマホのトラブルについて考えよう～｣ 

やセーフネット標語｢おぜのかみさま｣「県ネットリテラシー向上動画・体験 

型web教材」の活用など、指導の徹底を図る。 

👉 セーフネット標語 「おぜのかみさま」  （県警 令和４年７月改訂） 

👉 「群馬県ネットリテラシー向上教材 」  （県教育委員会 各課発行・提供資料） 

【 相 談 窓 口 】 子ども教育・子育て相談 ０２７０－２６－９２００  ２４時間子供ＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０ 

👉印の文字列をクリックすると関連資料につながります。 

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/SOS%E3%81%AE%E5%87%BA%E3%81%97%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/650
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/653
https://www.pref.gunma.jp/page/3771.html
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%95%99%E6%9D%90
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(5) 深夜徘徊及び好ましくない遊技場等への出入り禁止 

○深夜徘徊の防止 

・正当な理由がない場合、保護者同伴であっても、青少年が午後10時以降外出できないことを周知する

（県青少年健全育成条例第30・31条）。 

○好ましくない遊技場への出入りの禁止 

・ゲームセンターには、保護者同伴のない16歳未満の少年は、午後６時以降入場できないことを周知す

る（風営適正化法第22条、県風営適正化法条例第７条第３項第２号）。 
 

 

(6) 飲酒、喫煙、薬物乱用の防止 
○飲酒、喫煙、薬物乱用の防止 

・飲酒、喫煙、薬物乱用は法律で厳しく規制されていることだけでなく、その有害性や危険性について指

導する。 

・飲酒、喫煙、薬物乱用については早期に発見し、家庭や関係機関と連携し早期対応に努める。 
 

 

(7) 万引き・暴力行為等の防止 

○万引き、金品の盗み（自転車盗など）、暴力行為、ゆすり・たかり、カンパ強要等の防止 

・非行防止教室等を開催し、責任ある行動を取れるような判断力を育成する。 

・万引きは窃盗罪であることの指導を徹底する。 

・地元警察署（交番）やコンビニエンスストア等の店舗との連絡を密にし、情報の共有化を図る。 
 

 

(8) 暴走族等への加入の防止 

○暴走族や非行グループ等への加入の防止 

・暴走族や非行グループ等への加入の防止に向け、関係機関との連携を図った指導に努める。 

・外出、交友関係については、家庭の責任において行うよう保護者と連携を密にとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 県警少年相談窓口 】 少年サポートセンター：０２７-２８９-６６１０ 
 



 -6- 

 

その他 

 
(1)学校の施設・設備の安全点検と事故防止の徹底 

○学校の施設・設備の点検と補修等 

・「学校安全総合点検表」に基づいて、定期的及び適時点検を行い、危険が予測されるものについて

は、速やかに適切な処置を講じ、常に事故防止に配慮する。特に、休業中に使用する学校プールや遊

具等の安全管理及び点検を徹底して事故防止に努める。 

○学校施設等の貸与又は、開放する場合の事故防止 

・児童生徒が学校施設等を貸与又は開放により利用するときには、施設等の安全管理に万全を期すとと

もに、危険防止等について指導を徹底する。 

○地域の行事で学校施設等を貸与又は、開放する場合の安全管理 

・休日及び夜間に地域の行事で学校施設等を貸与又は開放する場合には、施設等の安全管理に関する規

則等の定めに基づくとともに、責任の所在を明らかにし、安全管理にも十分に配慮する。 

・閉庁期間を設ける学校は、閉庁期間内の連絡体制を整備し、周知を徹底する。 
 

 

 

(2)非常災害発生時における児童生徒の安全対策及び事前指導 

○震災、風水害、野生生物の出没（熊など）を想定した事前指導の徹底 

・震災、風水害、野生生物の出没（熊など）等不慮の事態に対応する児童生徒の安全対策、啓発指導を

実施するとともに、家庭でも話合いの機会をつくるように依頼する。 

・非常災害発生に備えた校内の連絡体制、家庭・地域との緊急連絡組織等を確立する。 

 

(3)児童生徒の海外渡航対応 

○海外渡航前後の対応 

・児童生徒が海外へ渡航する際には、予防接種や現地の感染症状況などを確認するように指導する。 

・渡航先では、朝夕に体温を記録しておき、体調不良の時には、医療機関で受診するように指導する。 

・帰国後は、国の定める措置に従う。 

👉（参考）海外へ渡航される皆様へ（海外感染症情報）－群馬県ホームページ（感染症・がん疾病対策課） 

 

👉印の文字列をクリックすると関連資料につながります。 

https://www.pref.gunma.jp/page/2488.html

